
議

案

第

八

号 

 
 

 

港

区

地

区

計

画

の

区

域

内

に

お

け

る

建

築

物

の

制

限

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 
 

 
 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

令

和

八

年

二

月

十

八

日 

 

提

出

者 

港

区

長 
 

清 

家 
 

 

愛 
 

 
 

  

 
 

 

港

区

地

区

計

画

の

区

域

内

に

お

け

る

建

築

物

の

制

限

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

港

区

地

区

計

画

の

区

域

内

に

お

け

る

建

築

物

の

制

限

に

関

す

る

条

例

（

平

成

三

年

港

区

条

例

第

二

十

一

号

） 

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

別

表

第

一

田

町

駅

東

口

地

区

地

区

整

備

計

画

の

項

中

「

（

令

和

五

年

東

京

都

告

示

第

百

九

十

九

号

）

」

を

「 

（

令

和

七

年

東

京

都

告

示

第

千

百

四

十

五

号

）

」

に

改

め

、

同

表

品

川

駅

西

口

地

区

地

区

整

備

計

画

の

項

中

「 

（

令

和

四

年

東

京

都

告

示

第

千

四

百

五

十

一

号

）

」

を

「

（

令

和

七

年

東

京

都

告

示

第

千

百

四

十

四

号

）

」

に 

改

め

る

。 

 

別

表

第

二

田

町

駅

東

口

地

区

地

区

整

備

計

画

の

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 
 

田
町
駅 

東
口
地 

区
地
区 

整
備
計 

画 

 

Ａ
街
区 

 

一 

法
別
表
第
二 

項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の 

二 

法
別
表
第
二 

項
第
二
号
及
び
第
三
号
に 

 

掲
げ
る
も
の 

三 

法
別
表
第
二 

項
に
掲
げ
る
も
の 

四 

延
べ
面
積
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え 

 
 

 

十
分
の 

六 

 
 

計
画
図
に
示
す

壁
面
の
位
置
の

数
値 

 

百
五
十
メ
ー 

ト
ル 

 
 

 

建
築 

物
に 

付
属 

す
る 

門
又 

 

計
画 

図
に 

示
す 

建
築 

の
限 

 

 

、

 

 

（ほ） （ぬ） （り） 



  

か
つ
、
共
同
住
宅
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の 

 

床
面
積
の
合
計
が
敷
地
面
積
の
十
分
の
十
二 

 

未
満
の
建
築
物
。
た
だ
し
、
法
第
八
十
六
条 

 

の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
一
団
地
に
つ
い
て
は 

 

一
敷
地
と
み
な
し
て
適
用
す
る
。 

 

は
塀 

の
構 

造
は 

フ
ェ 

ン
ス 

鉄
さ 

く
等 

透
視 

可
能 

な
も 

の
と 

し
、 

ブ
ロ 

ッ
ク 

そ
の 

他
こ 

れ
に 

類
す 

る
も 

の
を 

設
置 

し
て 

は
な 

ら
な 

い
。 

 

 

界 
 

 

Ｂ
街
区 

 

一 

法
別
表
第
二 

項
第
二
号
及
び
第
三
号
に 

 

掲
げ
る
も
の 

二 

法
別
表
第
二 

項
に
掲
げ
る
も
の 

三 

風
営
法
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
風 

 

俗
営
業
及
び
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
性
風 

 

俗
関
連
特
殊
営
業
の
い
ず
れ
か
の
用
に
供
す 
 

る
建
築
物 

 

 
 

 
 

 

計
画
図
に
示
す 

壁
面
の
位
置
の 

数
値
。
た
だ
し 

歩
行
者
の
回
遊 

性
及
び
利
便
性 

を
高
め
る
た
め 

に
設
け
る
歩
行 

者
デ
ッ
キ
、
階 

段
、
エ
ス
カ
レ 

ー
タ
ー
、
エ
レ 

ベ
ー
タ
ー
等
並 

び
に
こ
れ
ら
に 

設
置
さ
れ
る
屋 

根
、
柱
、
壁
そ 

の
他
こ
れ
ら
に 

類
す
る
も
の
、 

歩
行
者
の
快
適 

 
 

 
 

 

Ｃ
街
区 

 

一 

法
別
表
第
二 

項
第
二
号
及
び
第
三
号
に 

 

掲
げ
る
も
の 

二 

風
営
法
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
風 

 

俗
営
業
及
び
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
性
風 

 

俗
関
連
特
殊
営
業
の
い
ず
れ
か
の
用
に
供
す 

 

る
建
築
物 

  

 
 

十
分
の 

八 
 

 

  

 

百
メ
ー
ト
ル 

建
築
物
の
高 

さ
は
、
Ｔ
． 

Ｐ
．
に
三
・ 

九
メ
ー
ト
ル 

を
加
え
た
も 

の
か
ら
の
高 

さ
に
よ
る
。 

 
 

 

 

、

 

（ほ） （ぬ） （ほ） 

 
 

、

 

 

、

 

 

、

 

 



 

性
及
び
安
全
性 

を
高
め
る
た
め 

に
設
け
る
屋
根 

ひ
さ
し
、
落
下 

防
止
柵
、
監
視 

カ
メ
ラ
そ
の
他 

こ
れ
ら
に
類
す 

る
も
の
、
給
排 

気
施
設
の
部
分 

地
下
鉄
駅
出
入 

口
施
設
等
の
公 

益
上
必
要
な
建 

築
物
そ
の
他
こ 

れ
に
類
す
る
も 

の
並
び
に
建
築 

物
の
保
安
上
及 

び
管
理
上
や
む 

を
得
な
い
塀
そ 

の
他
こ
れ
に
類 

す
る
も
の
を
除 

く
。 

 
 

Ｄ
街
区 

 
 

 
 

 

計
画
図
に
示
す 

壁
面
の
位
置
の 

数
値
。
た
だ
し 

歩
行
者
の
回
遊 

性
及
び
利
便
性 

を
高
め
る
た
め 

に
設
け
る
歩
行 

者
デ
ッ
キ
、
階 

段
、
エ
ス
カ
レ 

ー
タ
ー
、
エ
レ 

ベ
ー
タ
ー
等
並 

び
に
こ
れ
ら
に 

設
置
さ
れ
る
屋 

根
、
柱
、
壁
そ 

の
他
こ
れ
ら
に 

類
す
る
も
の
、 

敷
地
境
界
線
と 

の
間
に
お
い
て 

駐
輪
場
を
設
け 

る
場
合
の
当
該 

部
分
並
び
に
建 

 
 

 
 

 

、

 

 

、

 

 

 

、

 

 
 



 

築
物
の
保
安
上 

及
び
管
理
上
や 

む
を
得
な
い
塀 

そ
の
他
こ
れ
に 

類
す
る
も
の
を 

除
く
。 

 

別

表

第

二

品

川

駅

西

口

地

区

地

区

整

備

計

画

の

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 
 

品
川
駅 

西
口
地 

区
地
区 

整
備
計 

画 

 

Ａ
地
区 

 
一 

風
営
法
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
風 

 
俗
営
業
及
び
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
性
風 

 
俗
関
連
特
殊
営
業
の
い
ず
れ
か
の
用
に
供
す 

 

る
建
築
物 

二 

カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス
、
射
的
場
、
勝
馬
投 

 

票
券
発
売
所
、
場
外
車
券
売
場
そ
の
他
こ
れ 

 

ら
に
類
す
る
も
の 

三 

宿
泊
施
設
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
容
積 

 

率
が
百
分
の
八
十
一
未
満
の
建
築
物 

四 

一
時
滞
在
施
設
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の 

 

容
積
率
が
百
分
の
四
未
満
の
建
築
物 

 

 
 

 
 

五
千 

平
方 

メ
ー 

ト
ル 

 

一 

計
画
図
に 

 

示
す
壁
面
の 

 

位
置
の
数
値 

 

た
だ
し
、
歩 

 

行
者
の
回
遊 

 

性
及
び
利
便 

 

性
を
高
め
る 

 

た
め
に
設
け 

 

る
歩
行
者
デ 

 

ッ
キ
、
階
段 

 

エ
ス
カ
レ
ー 

 

タ
ー
、
エ
レ 

 

ベ
ー
タ
ー
等 

 

並
び
に
こ
れ 

 

ら
に
設
置
さ 

 

れ
る
屋
根
、 

 

柱
、
壁
そ
の 

 

他
こ
れ
ら
に 

 

類
す
る
も
の 

 

歩
行
者
の
快 

 

適
性
及
び
安 

 

全
性
を
高
め 

 

る
た
め
に
設 

 

け
る
屋
根
、 

 

ひ
さ
し
、
落 

 

下
防
止
柵
そ 

 

の
他
こ
れ
ら 

 

に
類
す
る
も 

 

の
並
び
に
煙 

 

突
及
び
給
排 

 

気
施
設
の
部 

 

分
を
除
く
。 

二 

前
号
の
規 

 

 

百
六
十
五
メ

ー
ト
ル 

建
築
物
の
高 

さ
は
、
Ｔ
． 

Ｐ
．
に
五
メ 

ー
ト
ル
を
加 

え
た
も
の
か 

ら
の
高
さ
に 

よ
る
。 

 
 

 
 

計
画 

図
に 

示
す 

建
築 

の
限 

界 

 

 

Ｂ―

一 
―

一
地 

区 

 

一 

風
営
法
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
風 

 

俗
営
業
及
び
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
性
風 

 

俗
関
連
特
殊
営
業
の
い
ず
れ
か
の
用
に
供
す 

 

る
建
築
物 

二 

カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス
、
射
的
場
、
勝
馬
投 

 

票
券
発
売
所
、
場
外
車
券
売
場
そ
の
他
こ
れ 

 

ら
に
類
す
る
も
の 

 

 
  

  
  

  
  

  

 

Ｂ―

一 
―

二
地 

区 

 

一 

風
営
法
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
風 

 

俗
営
業
及
び
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
性
風 
 

俗
関
連
特
殊
営
業
の
い
ず
れ
か
の
用
に
供
す 

 

る
建
築
物 

二 

カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス
、
射
的
場
、
勝
馬
投 

 

票
券
発
売
所
、
場
外
車
券
売
場
そ
の
他
こ
れ 

 

ら
に
類
す
る
も
の 

三 

宿
泊
施
設
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
容
積 

 

率
が
百
分
の
六
十
未
満
の
建
築
物 

四 

住
宅
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
容
積
率
が 

 

百
分
の
二
十
六
未
満
の
建
築
物 

五 

一
時
滞
在
施
設
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の 

 

容
積
率
が
百
分
の
九
未
満
の
建
築
物 

 

 
十
分
の 

七
十
四 

 

十
分
の 

三
十
あ 

 

 

十
分
の 

六
。
た 

だ
し
、 

法
第
五 

十
三
条 

第
三
項 

第
一
号 

又
は
第 

二
号
の 

い
ず
れ 

か
に
該 

当
す
る 

建
築
物 

 

 

五
千 

平
方 

メ
ー 

ト
ル 

 
 

 

 

 

。

 

 

、

 

 

、

 

 



 

六 

建
築
面
積
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の 

 

建
築
物
。
た
だ
し
、
道
路
内
の
建
築
物
を
除 

 

く
。 

 

に
あ
っ 

て
は
十 

分
の
一 

同
項
第 

一
号
及 

び
第
二 

号
に
該 

当
す
る 

建
築
物 

又
は
同 

条
第
六 

項
第
一 

号
に
該 

当
す
る 

建
築
物 

に
あ
っ 

て
は
十 

分
の
二 

を
加
え 

た
数
値 

と
す
る 

 

  

定
は
、
地
区 

 

計
画
が
定
め 

 

ら
れ
た
際
現 

 

に
存
す
る
建 

 

築
物
に
つ
い 

 

て
、
大
規
模 

 

の
修
繕
、
大 

 

規
模
の
模
様 

 

替
又
は
用
途 

 

の
変
更
を
す 

 

る
場
合
並
び 

 

に
計
画
図
に 

 

示
す
壁
面
の 

 

位
置
の
制
限 

 

の
う
ち
、
幹 

 

線
街
路
放
射 

 

第
十
九
号
線 

 

幹
線
街
路
環 

 

状
第
四
号
線 

 

及
び
補
助
線 

 

街
路
第
十
四 

 

号
線
に
面
す 

 

る
制
限
を
越 

 

え
な
い
範
囲 

 

で
の
増
築
、 

 

改
築
又
は
移 

 

転
を
す
る
場 

 

合
は
、
適
用 

 

し
な
い
。 

 

Ｂ―

二 

地
区 

 

一 

風
営
法
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
風 

 

俗
営
業
及
び
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
性
風 

 

俗
関
連
特
殊
営
業
の
い
ず
れ
か
の
用
に
供
す 

 

る
建
築
物 

二 

カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス
、
射
的
場
、
勝
馬
投 

 

票
券
発
売
所
、
場
外
車
券
売
場
そ
の
他
こ
れ 

 

ら
に
類
す
る
も
の 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Ｃ―

一 

地
区 

 

一 

風
営
法
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
風 

 

俗
営
業
及
び
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
性
風 
 

俗
関
連
特
殊
営
業
の
い
ず
れ
か
の
用
に
供
す 

 

る
建
築
物 

二 

カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス
、
射
的
場
、
勝
馬
投 

 

票
券
発
売
所
、
場
外
車
券
売
場
そ
の
他
こ
れ 

 

ら
に
類
す
る
も
の 

三 

一
時
滞
在
施
設
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の 

 

容
積
率
が
百
分
の
二
未
満
の
建
築
物 

四 

建
築
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の 

 

建
築
物
。
た
だ
し
、
道
路
内
の
建
築
物
を
除 

 

く
。 

 
十
分
の 

九
十
九 

 

十
分
の 

四
十
二 

 

十
分
の 

六
。
た 

だ
し
、 

法
第
五 

十
三
条 

第
三
項 

第
一
号 

又
は
第 

二
号
の 

い
ず
れ 

か
に
該 

当
す
る 

建
築
物 

 

五
千 

平
方 

メ
ー 

ト
ル 

 
 

 

 

、

 

 

。

 

 

、

 

  



 

に
あ
っ 

て
は
十 

分
の
一 

同
項
第 

一
号
及 

び
第
二 

号
に
該 

当
す
る 

建
築
物 

又
は
同 

条
第
六 

項
第
一 

号
に
該 

当
す
る 

建
築
物 

に
あ
っ 

て
は
十 

分
の
二 

を
加
え 

た
数
値 

と
す
る 

 
 

Ｃ―

二 

地
区 

 

一 

風
営
法
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
風 

 

俗
営
業
及
び
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
性
風 

 

俗
関
連
特
殊
営
業
の
い
ず
れ
か
の
用
に
供
す 

 

る
建
築
物 

二 

カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス
、
射
的
場
、
勝
馬
投 

 

票
券
発
売
所
、
場
外
車
券
売
場
そ
の
他
こ
れ 

 

ら
に
類
す
る
も
の 

三 

建
築
面
積
が
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の 

 

建
築
物 

 

 

十
分
の 

五 

 

十
分
の 

一 

 

十
分
の 

五 

 

五
百 

平
方 

メ
ー 

ト
ル 

 

十
二
メ
ー
ト 

ル 建
築
物
の
高 

さ
は
、
Ｔ
． 

Ｐ
．
に
十
四 

メ
ー
ト
ル
を 

加
え
た
も
の 

か
ら
の
高
さ 

に
よ
る
。 

 
 

 

 

Ｄ
地
区 

 

一 

風
営
法
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
風 

 

俗
営
業
及
び
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
性
風 

 

俗
関
連
特
殊
営
業
の
い
ず
れ
か
の
用
に
供
す 

 

る
建
築
物 

二 

カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス
、
射
的
場
、
勝
馬
投 

 

票
券
発
売
所
、
場
外
車
券
売
場
そ
の
他
こ
れ 

 

ら
に
類
す
る
も
の 

三 

住
宅
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
容
積
率
が 

 

百
分
の
二
百
七
十
三
未
満
の
建
築
物 

四 

一
時
滞
在
施
設
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の 

 

容
積
率
が
百
分
の
二
未
満
の
建
築
物 

 

十
分
の 

八
十 

 

 

十
分
の 

三
十
二 

 

十
分
の 

六
。
た 

だ
し
、 

法
第
五 

十
三
条 

第
三
項 

第
一
号 

又
は
第 

二
号
の 

い
ず
れ 

か
に
該 

 

四
千 

平
方 

メ
ー 

ト
ル 

 

百
六
十
五
メ 

ー
ト
ル 

建
築
物
の
高 

さ
は
、
Ｔ
． 

Ｐ
．
に
五
メ 

ー
ト
ル
を
加 

え
た
も
の
か 

ら
の
高
さ
に 

よ
る
。 

 
 

 

 

、

 

 

。

 

 
 



 

五 

建
築
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の 

 

建
築
物
。
た
だ
し
、
道
路
内
の
建
築
物
を
除 

 

く
。 

 

当
す
る 

建
築
物 

に
あ
っ 

て
は
十 

分
の
一 

同
項
第 

一
号
及 

び
第
二 

号
に
該 

当
す
る 

建
築
物 

又
は
同 

条
第
六 

項
第
一 

号
に
該 

当
す
る 

建
築
物 

に
あ
っ 

て
は
十 

分
の
二 

を
加
え 

た
数
値 

と
す
る 

 
 

 
 

付 

則 

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

説 

明

） 

 

都

市

計

画

が

変

更

さ

れ

た

田

町

駅

東

口

地

区

地

区

計

画

及

び

品

川

駅

西

口

地

区

地

区

計

画

の

区

域

内

に

お

け

る

建

築

物

の

制

限

を

定

め

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 

 

、

 

 

。

 

 


